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Ⅰ．組織の概要 

 

１．事業者名及び代表者名  

  有限会社植竹商店 

代表者取締役 植竹 勇 

２．所在地 

  本社：埼玉県羽生市藤井下組９４３  

モータープール：埼玉県羽生市今泉１５３２－１ 

３．環境管理責任者及び担当者連絡先 

環境管理責任者 植竹勇 

担当者 植竹 勇 

連絡先 TEL：０４８－５６５－１７０９ FAX：０４８－５６５－１７６７ 

e-mail ：info@uetakeshoten.jp 

４．事業活動の内容          

・鉄、非鉄金属等のリサイクル並びに再資源化物の卸売り業務 

・産業廃棄物の収集運搬業務 

・中古車両の販売・解体業務 
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５．事業所規模 

 ・法人設立       １９５２年６月１日 

・資本金          ３００万円 

・売上高        ２１３百万円（２０２３年度）前年比約 5％up↑ 

・事業所延床面積 ３，２３６ｍ2  

・従業員 計７名 

・実施体制 

 

代表者 

兼・環境管理責任者 

植竹 勇 

現場作業内環境管理責任者 

清水 亮宜 

事務・渉外内環境管理責任者 

植竹 弥生 

事務・渉外 

3 名 

現場作業員 

１名 

 

代表者 環境管理責任者の任命 

資源（人、資金、技術）の用意 

環境方針の策定及び周知 

取り組み状況の評価、見直し、指示 

経営の課題とチャンスを明確にする 

環境管理責任者 環境システムの構築と運用 

環境目標、環境活動目標の策定 

環境関連文書、記録の作成、管理 

運用実績を代表者へ報告 

事務・渉外内環境管理責任者 契約書、マニフェストの管理 

環境活動計画の実施 

現場作業内環境管理責任者 環境活動計画の実施、記録 

法規制等の遵守 
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６．施設の状況 

     

  

運搬車両 

車両形式 車両ナンバー 最大積載量 車両寸法 L*W*H（cm） 

コンテナ脱着車 熊谷 100 さ 2596 4t 595*219*248 

コンテナ脱着車 熊谷 100 す 2089 3.9t 606*220*249 

コンテナ脱着車 熊谷 430 そ 605 2t 450*169*198 

コンテナ脱着車 熊谷 101 つ 222 6.2t 594*227*251 

平ボディクレーン付 熊谷 100 す 4934 2.7t 615*189*303 

平ボディ 熊谷 100 は 37 10t 927*234*266 

平ボディ 熊谷 100 は 3814 13.3t 119*249*363 

コンテナ脱着車 熊谷 101 も 111 8.4t 722*228*252 

セルフローダー 熊谷 131 そ 77 11.9t 1169*249*309 

軽バン 熊谷 483 め 321 0.3t 339*147*189 

軽トラック 熊谷 41 あ 1284 0.3t 339*147*179 
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重機等 

名称 能力 アタッチメント等 台数 

油圧ショベル ０.７立米 NPK 鉄筋カッター 1 台 

油圧ショベル ０.４５立米 旋回フォーク 1 台 

油圧ショベル ０.２５立米 油圧式フォーク 2 台 

油圧ショベル ０.２立米 ミニモク 1 台 

フォークリフト ７t フォークシフト 1 台 

フォークリフト ５t 長爪 １台 

フォークリフト ４t 回転 1 台 

フォークリフト ３.５t ヒンジ 1 台 

フォークリフト ３.５t 回転クランプ 1 台 

フォークリフト １．５t キャノピー付 1 台 

フォークリフト １．５t 客先預け分 2 台 
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７．許認可の状況 

A・産業廃棄物収集運搬業 

エリア 有効期間 許可番号 優良 

埼玉県 令和 3年 10月 4日～令和 8年 4月 13日 1105039434  

群馬県 令和 4年 3月 2日～令和 11年 3月 1日 1000039434 ○ 

茨城県 令和 4年 8月 1日～令和 11年 4月 10日 0801039434 ○ 

栃木県 令和 4年 6月 27日～令和 7年 3月 2日 0900039434 ○ 

東京都 令和 3年 7月 30日～令和 8年 7月 29日 1300039434  

 

優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項 

https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=263725 

 

エリア ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ 

埼玉県 ● ● ◎ ● ● ● ● ● ● ◎ ◎ 

群馬県 ● ● ◎ ● ● ● ●  ● ◎ ◎ 

茨城県 ●  ◎ ● ● ● ●  ● ◎ ◎ 

栃木県 ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

東京都   ● ● ● ●   ● ● ● 

ア＝汚泥／イ＝廃油／ウ＝廃プラスチック／エ＝紙くず／オ＝木くず 

カ＝繊維くず／キ＝動植物性残差／ク＝ゴムくず／ケ＝金属くず 

コ＝ガラスコンクリートおよび陶磁器くず／サ＝がれき類 

※ 「◎」表示のあるものは石綿含有産業廃棄物を含み、「●」場合は含まない 

 

B・自動車リサイクル法 

許可・登録 許可・登録番号 有効期間 

解体業許可 許可番号 20113000524 令和 1年 9月 30日 

 ～令和 6年 6月 30日 

（更新手続き中 受領印有） 

フロン回収業（登録） 第 20112000524 令和 4年 6月 11日 

 ～令和 9年 6月 10日 

引取業（登録） 第 20111000524 令和 4年 5月 29日 

 ～令和 9年 5月 28日 
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８．廃棄物処理料金 

収集運搬料金につきましては種類、量、距離により見積もりいたします。 
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９．産業廃棄物等取扱量 

産業廃棄物 

金属くず 47 t 

建設系混合廃棄物 114 t 

木くず  102 t 

廃プラ 15 t 

コンクリートガラ 286 t 

総取扱量 565 t 

鉄スクラップ 有価物 

鉄スクラップ 1802 t 

非鉄スクラップ 62 t 
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環境方針 
 

  

有限会社植竹商店は、営業所開設当初から広く地球的視点に立って環境と調和した

企業活動をしてきましたが、今後は以下の行動指針に沿って、真に豊かな社会の実

現に貢献できるよう活動を行います。 

 

 

＜行動指針＞ 

 

１．私たちは環境保全に関する法規制を遵守します。 

 

 

２．私たちは企業活動の中で、二酸化炭素排出量削減、廃棄物排出量削減、排水

化学物質等の環境負荷の低減に努め地球環境の保全に貢献します。 

 

 

３．私たちは４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）を活動の基本とし、事業所の運営

に努めます。 

 

４．私たちは解体車の分別精度を高め、リサイクル率の向上を図ります。 

 

５．私たちは地球環境の健全化が人類共通の課題であることを認識し、一人ひと

りの環境に関する意識の向上に努めます。 

 

６．経営における課題とチャンスを踏まえ、経営の持続的改善に努めます。 

 

 

           令和３年 ６月 １日 

                有限会社植竹商店 

                  代表取締役 植竹 勇 
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Ⅱ．環境目標とその実績 

１． 環境目標 

 

 

 

各排出係数   

電力 0.455（㎏ーCO2/kwh） 

軽油 2.58（㎏－CO2/L）   

ガソリン 2.32 （㎏－CO2/L）   

   

※本目標を使用時は実績値も本係数で計算 

※基準値は 2018，2017，2016年度の各数値の平均をとり、   

  業として適正でありそうな数値として設定した   

※電力の排出係数は 2018年東電調整後排出係数   

※燃料の排出係数はエコアクション 21ガイドライン   

       2017年版 負荷の自己チェック表より引用   

 

 

 

 

2021 年度 2022 年度 2023年度 2024年度

2021年6月～ 2022年6月～ 2023年6月～ 2024年6月～

～2022年5月 ～2023年5月 ～2024年5月 ～2025年5月

52.6ｔ
基準値より

4.4％削減

基準値より

5.6％削減

基準値より

6％削減

基準値より

6.8％削減

50.3ｔ 49.7ｔ 49.4 t 49 t

電力消費量 22000kwh
基準値より

3％削減

基準値より

4％削減

基準値より

4.5％削減

基準値より

5％削減

21340kwh 21120kwh 21010kwh 20900kwh

軽油使用量 12000?
基準値より

5％削減

基準値より

6％削減

基準値より

6.5％削減

基準値より

7％削減

11400L 11280L 11220L 11160L

ガソリン使用量 5000?
基準値より

4％削減

基準値より

5％削減

基準値より

6％削減

基準値より

7％削減

4800L 4750L 4700L 4650L

水道使用量 雨水の利用促進 継続 継続 継続 継続

一般廃棄物排出量
毎月10KG　以内

に収める
継続 継続 継続 継続

4Ｓの励行 継続 継続 継続 継続

二酸化炭素排出量

各年度目標
基準値

目標

環境目標



10 

２． 環境目標の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※化学物質は使用していないため、目標は設定しない。 
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CO2排出 売上比較表

売上(千万) CO2排出量(t)

環境目標 2023 年度 差異 

目標－実績 

評価 

2023 年 6 月～

2024 年 5 月目標 

2023 年 6 月～

2024 年 5 月実績 

二酸化炭素排出量削減 49.4 t 39.1t       10.3 t ○ 

電力消費量削減 21,010 kWh   20,606 kWh 404 kWh 〇 

車両燃料使用量削減 

   軽油   

ガソリン 

 

11,220 ℓ  

4,700 ℓ 

 

 10,176 ℓ 

1,503 ℓ 

 

1,044 ℓ 

3,197 ℓ 

 

○ 

○ 

一般廃棄物排出量削減 排出量 

毎月 10ｋｇ以内 

  64 ｋｇ  56 kg ○ 

水道使用量削減 雨水の利用促進  83 m3  ○ 

４Ｓの励行 
整理整頓 

 
実施 ― ○ 
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Ⅲ．主要な環境活動計画の内容と取組の評価 

 

取組計画 評価 

１．二酸化炭素排出量削減 達成状況【〇】 

目標に対し 10.3t 減少 

ガソリンに関しては車両の入れ替えによる効果が目に
見えてわかるようになってきている。 

EV で近場の営業はほぼ電気でまかなえている。ただ
電力量は上がってしまう 

 Co2 の排出量として化石燃料から、電力へのシフト
している。EV 化によって目標は達成できているもの
の、気候変動によりエアコン使用時間の長期化は避け
られず、劇的な現象は難しい状況にある。 

 軽油もかろうじて目標の達成となっている。売上、
運搬量の増加からすると全体の使用量が増えてしまっ
ている。新型車の入れ替え、無駄なルートを通らない
といった基本的な取り組みはこれからも持続して続け
ていきたい。 

※次年度も継続して取り組む 

 

① 電力消費量削減 
1) 不用時の消灯、電源 OFF 
2) コンプレッサーの主電源 OFF 
3) 高効率機への交換 
  ② 化石燃料消費量削減 
1) 制限速度の厳守 
2) アイドリングストップ 
3) タイヤ空気圧の適正化 
4) 収集運搬経路の適正化 

２． 廃棄物排出量削減 

1) 毎月排出量 10kg 以下 

 

達成状況【〇】 

毎月 10kg 以下に抑えることを達成 

 

※次年度も継続して達成 

 

３． 水道使用量削減 

1) 雨水の利用促進 

達成状況【〇】 

雨水の利用量は 23m3 である。 

 

※次年度も継続して取り組む 

 

４． ４Ｓの励行 

1)整理整頓 

達成状況【〇】 

 

 道具の収納棚等を随時制作、更新。 

作業工作車を製作し工具の持ち出しの管理が簡単に

できるようにした。 

 

 

※次年度も継続して取り組む 
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Ⅳ．環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

法規制等一覧表のチェックを行いましたが、この項目では違反及び訴訟はこれまで有りません

でした。なお関係当局より違反等の指摘はありません。 

 

法規名   

廃棄物処理法 許可、契約書、マニュフェスト 

自動車 NOX・PM法 全車適合 

自動車リサイクル法 解体、フロン、引取  許可及び登録状態 

家電リサイクル法 廃棄品が出る場合必ず券の購入 

 

 

 

Ⅴ．代表者による全体評価と見直し 

EA21の導入から長い年月が経ちました。資源の有効利用について考え続けてきました。 

引き続き一人一人が環境経営システムにおける自らの立場、役割を自覚して取組み、環境

問題における改善活動を推進することを心がけ行動します。地球の温暖化は確実に進んでお

り、今後も環境経営方針・環境経営計画、環境経営システムに基づき、より一層の環境問題
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に取り組むことに努めます。 


